
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 中古資産の耐用年数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：中古資産の耐用年数は、どのような取

扱いになっていますか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のような取扱いになっています。 

【解説】  

中古の減価償却資産(試掘権以外の鉱業権

及び坑道を除く)を取得して、これを事業の用

に供した場合の耐用年数は、原則として、法定

耐用年数によりますが、次の年数によること

も認められています。 

①その資産をその用に供した時以後の使用可

能期間の年数 

②①の年数を見積もることが困難な減価償却

資産(無形減価償却資産及び生物を除く)につ

いては、次のそれぞれに定める年数(その年数

が２年に満たないときは、２年となります) 

イ. 法定耐用年数の全部を経過した資産 

  その資産の法定耐用年数×20%に相当す

る年数 

ロ. 法定耐用年数の一部を経過した資産  

(その資産の法定耐用年数－経過年数)＋(経

過年数×20%)に相当する年数を加算した年数 

ただし、その資産を事業の用に供するため

支出した資本的支出の額がその資産の取得価

額の50%に相当する金額を超える場合には、上

記ロは適用できないこととなっています。  
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